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   区分 

 

資格 

無線局の無線設備 

通信操作 
技術操作 

国内通信 
国際通信 

すべて 
電気通信 
業務の通信 

電気通信業務 
の通信を除く 

すべて 
250W 
以下 

50W 
以下 

多重設備 

航   空 

無線通信士 

① 航空機に施設する無線設備 ●（注１） ●（注１）   ●（注２）    

② 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備 ●（注１） ●（注１）    ●（注２）   

③ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダー（②以外のもの）     ●（注２）    

航空特殊 

無線技士 

● 航空機（航空運送事業の用に供するものを除く。）に施設する次の無線

設備 

 ア ５０Ｗ以下の２５,０１０ｋＨｚ以上の電波を使用するもの 

 イ 航空交通管制用トランスポンダ（アのもの以外のもの） 

 ウ レーダー（アのもの以外のもの） 

 

 

●（注１） 

 

 

× 

   

 

 

●（注３） 

●（注３） 

  

 

●（注３） 

 

 

× 

× 

× 

● 航空局（航空交通管制の用に供するものを除く。）に施設する無線設備 

 ア ５０Ｗ以下の２５,０１０ｋＨｚ以上の電波を使用するもの 

 イ レーダー（アのもの以外のもの） 

 

●（注１） 

 

× 

   

 

●（注３） 

  

●（注３） 

 

× 

× 

注１ モールス符号による通信操作を除く。 

 ２ 外部の調整部分の操作に限る。 

 ３ 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの操作に限る。 




